
鯨
鯉

馨

　

融
論
　

餌
叢

.

外
隅

一説

労
働

と
菜

と

の
根
本
的
協

調
-
-
レ
"…

-
叢

望

中

島

錦

治

特
別
課
徴
の
利
害
井
に
其
當
否

-
「
、
…
,綾

里

瀞

戸

正

雄

所

帯

統

計

概

説

二

)
…
…
…
…
…
・…

…
…
…
..・注
學
博
士

財

部

静

治

植

民

地

の

土

地

政

策

(
こ

,…

…

…
...・…
・.・.・法
學
博
士

山

本

美

越

乃

明

治

の
米

債

調

節

西

)
…

…

…

…
・,
…
・…
…
注

學

士

本

庄

榮

治

郎

隣
町
事

闇
嬬
題

労

働

組
合

の
公

認

問
題

…

…

・・…

・…

…

輩

博
士

戸

田

繊

市

海

上

再

保

険

官

瞥

問

題

…
…
…

…
...,.・.・.・,・・.・渋

墨

士

小

島

昌

太

郎

給

銀

我
國
・
・
け
薪

フ
ヨ
ル
ジ
ョ
薩

級
蔑

立
二
)…
面

谷

弘

都

牧

の

「
柏

牙

琴

」
・…

.・…
…

-
レ
.一・.・.,…

....
法
「
文
學
士

小

島

肪

馬

凋

逸

の
戦

時

財

産

差

増

税

新

法

案

に
就

て
-
法

學

士

汐

見

三

郎

経

済

論

叢

第

九

巻

総

目

録

…

・,.・…
・-
,・.・・-
・-

..-
-
・-

編

輯

委

員

二
ー

ー
レ
ー

自
誓

蛭

藻

レ
靴

尋

軒
レ

ー

3
遷

群
じ
計
匿
じ

レ
.

一一イ血 一.鯉
.・「猷 ・ 、盤 ・.
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C

羅

濟

論

叢

第
九
巻

第
六
號

(通
恕
第
五
申
四
強

大

正

八

年

十

二

月

獲

行

訊
諦高

言兄

勢

働

ε

資

本

こ

の

根

本

的

協

調

L

「
「
「

一一

圃 一一一一

,

田

島

錦

治

、

第

一
籠

絡

警

世
界
大
戦
後
に
於
け
る
我
國

の
現
状
を
考
察
す
る
に
聾

憂
慮
に
禁
え
さ
る
も

の
あ
り
。
至
乱
心
戦
勝

の
結

果
は
必
ず
し
も
國
民
全
般
に
向
て
永
久
的
利
幅
を
齎
ら
さ
す
し
て
、
唯
民
衆

の

一
部
を
利
し
て
他
の
大
部
を
損
し

天
真
利
益
は
外
面
的
に
し
て
實
質
的

に
非
す
・
唯

【
聴

の
好
果
を
肢
め
て
却
て
悪
弊
を
永
く
將
來
に
残
す
あ
り
。

例

へ
は
戦
勝
か
国
民

墨

國
的
自
尊
心
を
高
め
な
る
は
可
な
鷲

も
、
謄

押
れ
て
敵
を
侮
る
の
風
を
長
し
だ
る

弊
な
か
ら
す
。
軍
事
關
係
者
に
し
て
往
々
我
軍
隊

の
忠
勇
を
賞
讃
す
る
の
鯨
り
、
絶
交
職
國
の
軍
隊

の
弱
黙
短
虎
　

を
口
に
す
る
者
あ
る
を
耳
に
す
・
斯

の
如

き
は
謂
ゆ
る
勝
ち
て
兜

の
緒
を
締

む
る
古
訓

に
乖
り
、
我
黄
土
道

の
本

義
を
怠

る
レ
者
に
レ
τ
、
.實
に
寒
心
に
禁
え
さ
る
な
り
。
叉
戦
時
及
ひ
戦
後
に
亘
り
て
各
交
戦
国
に
瀰
漫
し
ね
る

論

説

労
御
春

本
あ

根
本
的
協
調

第
九
巻

(第
六
號

ご

圭
八五

「

■

「



.

,
.
.

'

●

輪

読

勢
働
善

本
あ

根
本
的
協
調

'

第
九
巻

(第
六
號

三

七
六
六

民
主
主
義
及
ひ
肚
會
主
義

の
潮
流
は
東
洋
唯

一
の
立
憲
君
上
山国
に
も
押
寄

せ
凍
り
、
學
者
の
筆
に
鼓
舞
せ
ら
れ
、

政
客

の
口
に
高
調
せ
ら
れ
、
之
に
由
り
て
奮
來
の
階
級
制
度
・
官
僚
士
⊥義
・
及
ひ
資
本
専
制

の
短
庭
を
暴
露
し
、
之

か
改
邉
革
新
を
促
か
す
の
敷
あ
る
は
固
よ
り
否
む

へ
か
ら
す
ご
難
も
、
更

に
群
衆
心
理

の
意
馬
を
過
度
に
刺
激
し
.

て
、
知
ら
す
識
ら
す
埒
外
に
奔
逸
せ
し
め
、
階
級
的
利
益

の
爲
め
に
肚
會

の
安
寧
秩
序
を
棄
り
、
国
家
の
公
益

に

背
差

如
き
弊
な
か
ら
す
。
近
聴
各
礎

に
蜂
起
ず
る
.同
盟
罷
業
・
怠
業
の
如
き
・
工
場
及
ひ
機

械
の
破
壊

の
如
き
は

の

　

り

り

り

　

　

帥
ち
是
に
し
て
、
學
者
論
客
往
々
之
を
以
て
勢
働
者
階
級

の
民
主
主
義
的
畳
醒
な
り
孚

る
者

あ
れ
と
も
・
余
は

　

　

じ

ト

羅
か
に
其
術
ほ
迷
蒙
に
し
薦

醒
に
変

る
憲

る
。
義

時
及
最

後
に
亘
る
所
の
樫
濟
事
情
豊

ハ常
な
る
攣

動
は
、
我
國
に
も
巽

の
影
響
を
及
ぼ
し
、
或
種
類
の
生
産
業
の
迅
速
な
・
勃
興
寒

%

幣

貿
易
の
箏

可

き
増
加
埴
な
り
、
運
送
特
に
海
運
業

の
宝
前

の
殷
盛

ざ
な
り
、
海
外
特
に
交
戦
揚
れ
り
し
諸
国
に
於
け
る
物
資

の

壊
滅
及

ひ
缺
乏
は
我
國

の
物
資
を
吸
股
す
る
こ
ご
日
に
月
に
甚
～

、
之
が
爲
め
我
国
に
於
け
る
通
貨

益

々
膨

張
し
て
物
資
は
峡
乏
し
、
物
償
は
日

に
月
に
奔
騰
し
て
止
ま
る
所
を
知

る
な
し
。
而
し
て
政
府
當
局
者
は
此
物
債

騰
貴
を
以
て
世
界
共
逼
の
事
實
に
し
て
ぎ

し
て
物
資
の
整

よ
暴

富

の
差

し
、
成
ゑ

く
放
任
的
政
策

を
執

る
を
可
と
し
、
通
貨

の
縮
少
及
ひ
必
要
品
原
料
品
の
輸
出
制
限

の
如
き

布
敷

な
る
政
策
を
執
る
を

敢
て
せ

す
。
斯

の
如
き
は

}
に
は
物
資
の
大
缺
乏
に
苦
し
め
る
外
囲
に
劃
し
て
實
に
無
上
な
る
仁
恵
的
政
策
ご
謂
ふ
へ

く

彼

の
缺
乏
を
濟
ふ
か
爲
め
に
我

の
缺
乏
を
來
す
も
の
に
外
な
ら
す
。
二
に
は
我
國

一
部

の
生
庵
業
者
輸
出
業
者
及

↑



〆

'、

・

仙

ひ
運
輸
業
に
向
て
絶
大
の
庇
護
を
與

へ
て
、

一
般
図
民

を
其
犠
牲
に
供
す
る
も

の
な
吻
、
何
&
な
れ
は

一
般
物
債

の
騰
貴
は
国
民
所
得
の
減
少
を
意
味
し
、

蔀

暴
薯

の
蟹

は
多
警

民
の
増
聖

算

。ひ
、
而
し
て
前
者
の

奢
侈
叉
は
蓄
財
は
後
者

の
困
乏
叉
は
負
債
を
惹
起
す
も
の
.な
れ
は
な
り
。

」

夫
れ

一
般
物
償
.の
日
に
月
に
騰
貴

の

一
方

に
の
み
向
ふ
現
時

の
識
勢
に
於
て
商
工
業
看
特

に
大
規
模

の
企
業
者

が
莫
大
な
る
利
益
を
獲
得
し
つ
、
あ
る
は
固
よ
b
論
を
待
セ
す
。
而
し
て
之

ご
同
時
に
彼
等
の
雇
使
す
る
所

の
從

業
者
労
働
者
も
亦
其
給
料
勢
賃
を
増
加
し
得
る
か
故

に
或
論
者
は
極
め
て
樂
天
的
な
る
意
見
を
把
持
し
、
物
傾
の

騰
貴
は
産
業

讐

反
映
に
し
て
寧
ろ
喜
ふ
ぞ

決
し
て
憂
ふ
に
足
享

、
国
民
の
大
姦

を
喜

る
農
民
綾

類
の
要

か
響

簸

腹
叢

・
、
次
の
叢

を
青
む
暮

種
の
猛

的
勢
響

は
蟹

の
讐

及
ひ
企
磐

利

潤
の
増
加
に
件
ふ
所
の
雲

路

加
の
爲
に
其
生
活
程
度
を
著
る
し
垂

め
、
唯
国
民
車
の
綾

的
小
部
分
の
み

が
稽
困
難
不
遇

の
地
位
に
沈
淪
ず
る
に
過
ぎ
す
憾
思
考
し
た
り
へ、

黙
れ
と
も
此
樂
天
説
は
近
頃
頻
り
記
載
國
各
地

に
紛
起
す
.る
所

の
小
作
人

の
小
作
料
軽
減

の
要
求
小
地
主

の
土

地
に
離
れ
及

ひ
小
作
人
の
都
會

に
移
住
す
る
者
の
激
増
に
件

ふ
農
村
の
蒐
廣
、
工
業
地
及
ひ
鑛
山
導
に
頻
り
に
起

る
所
の
雛
観
騨
認
、
及
ひ

一
般
勢
働
牽

の
増
加
は

一
般
物
償
牽

の
増
加

に
及
は
さ
る
所

の
事
實
的
謹
想

に
依
り
て

全
然
裏
切
ら
れ

つ
・、
あ
る
な
カ
。

の

　

コ

リ

　

　

ロ
　

　

　

コ

余
は
本
論
丈
に
於
て
は
敢
て
前
掲
諸
種
の
問
題
に
渉
ら
す
、
軍

に
勢
働
事
議
に
就
て
其
根
本
的
解
決

の
卑
見
を

論

説

勢
副
長

木
鼠

葉

蘭
協
調

第
九
巻

(笙

ハ號

三
〕

圭

八
七



.

亙

論

説
.

労
働
ピ
資
本
ε
の
根
本
的
協
調

述
ふ

る
に
止

め
ん

ご
欲

す
。

第
九
巻

(第
六
號

四

)

七
六
八

i

第

二

節

労

働

雪

講

ず

り

む

り

の

夫

れ
勢
働
事
議

号
σ
9
[乙

誓
幕

・・)
と
は
何
ぞ
や
、
曰
く
資
本

ε
勢
働

こ
の
衝
突

(8
鼠
算

9
B
箕
巴
磐
巳
筈
。
戸"↓

是
な
り
。
詳
言
す
れ
は
弊
働
者
階
級

ε
資
本
‡
階
級
と
の
問
に
於
て
財
貨

の
生
産
及
ひ
分
配
に
關
し
て
往

々
起
る

所

の
利
害
衝
突

の
問
題
是
な
り
。
蓋
し
生
産
要
素

ε
し
て
の
舞
働
及
ひ
資
本
は
其
本
質
上
調
和
す

へ
き
も

の
に
し

て
、
決

し
て
衝
突
す

へ
き
も
の
に
非

す
ご
雌
も
、
生
産
階
級
ε
し
て
の
勢
働
者
と
資
本
主
と
は
現
時
の
産
業
組
織

及
ひ
財
産
制
度
の
下
に
於
て
は
屍
々
財
貨

の
生
産
及
ひ
分
配
に
關
し
て
意
思
の
相
違
を
生
し
利
害
の
衝
突
を
來
し

て
相
争
ふ
こ
ご
あ
る
を
覧

か
れ
す
。
猶
ほ
仔
細
に
論
せ
ん
に
、
総
て
の
勢
働
者
は
線
て
の
資
本
者
に
…罰
し
て
常
に

此
種

の
衝
突
を
来
す
も
の
な
り
や
こ
い
ふ
に
必
ず
し
も
然
ら
さ
る
な
り
。
勢
働
者
ε
穆
す
る
も
、
或
は
精
神
的
勢

つ

働
者

あ
り
肉

艦
助
勢
働
者
あ

り
。
或

は
猫
立

せ
る
あ
り

雇
傭

的

の
者

あ
り
。
又
職

業

の
種
類

に
從

ひ
て
農

工
商
鑛

山
運
輸
等

の
勢
働
者

あ
り
。

次

に
資

本
主

ε
稽

す

る
者

の
中

に
も

、
謂

ゆ

る
闊

暇
階
級

(蛋
ω霞
o
ユ
塁
m
ヌ

は
…佛
語

に
謂

ゆ

る

.。・、虹
。.
)
即

ち
何

等
産

業

に
従
事

す

る
こ
ε

な
く

、
多

く
公
債

肚
債

其
他
牧

人

を
生
す

5
き
動
産

及

ひ

不
動
産

乃
所
有

し
、
此

等

の
利
子
及

ひ
賃
貸
料

に
依

り

て
安
樂

な

る
生
活

を
駕
す
人

あ
り
。

叉
は
株
式

會
肚

の
普

通
.の
株
主

の
如

く
間
接

に
其

企
業
に
参
與

す
れ

ε
も
謂

ゆ

る
局
外

企
業
者

(三
〇年

費
げ
卑
。富
山。
q
⇒
π
葺
o
『
日
。↓

ご

♪



し
て
直
接
に
瞥
業
に
干
興
す

る
こ
ε
な
く
、
唯
其
投
資
高
節

ち
持
株

に
封
ず
る
利
益

の
配
當
を
受
く
る
人
あ
り
。

叉
は
株
式
會
肚

の
理
事

の
如
く
企
業
の
衝

に
當
る
所
の
謂
ゆ
る
當
局
企
業
者
(p
「げ
魯
①口
琴

d
昇
韓
ロ9
日
。.
)
あ
り
。

此
第

一
は
純
然
た
る
資
本
主
ε
謂
ふ

へ
く
、
第
二
ば
資
本
主
だ
る
資
格
を
主
ε
し
企
業
者
の
資
格
を
從
巴
す
る
も

の
ε
謂
ふ

へ
く
.
第
三
は
企
業
者
の
資
格
を
圭
ε
し
て
資
本
主

の
資
格
を
從
ε
す
る
者
ε
謂
ふ

へ
き
な
」り
。

扱
勢
働
争
議
は
前
掲
何
れ

の
種
類

の
勢
働
者
ご
何
れ

の
資
本
主
ε
の
問

に
起
る
も
の
な
る
や
、
叉
は
何
れ
の
種

類
オ
種
類

ε
の
間
に
多
く
烈

し
く
起

る
も
の
な
る
や
ε
い
ふ
に
、
勢
働
者
の
側
に
就
て
見
る
に
精
神
的
労
働
者
よ

り
は
肉
鵤
的
勢
働
者
に
多
く
起
り
、
猫
立
せ
る
勢
働
者
に
は
殆
ん
ε
無
く
し
て
常
に
雇
傭
的
勢
働
者
に
起
軌
、
商

業
使
凧
人
文
は
農
業
労
働
者
よ
り
は
工
業
鑛
山
彙
運
輪
業

の
勢
働
者
に
多
く
且
烈
し
く
起

る
も
の
な
り
。

次
に
資
本
生

の
側
に
就
て
見
る
に
、
工
業
鑛
山
薬
運
輸
業
の
當
局
企
業
者
か
最
も
多
く
且
列
…し
く
労
働
争
議
の

矢
面
に
立

つ
へ
き
は
勿
論
な
り
。

ス

ト

ラ

イ

キ

勢
働
璽
議
は
如
何
な
る
形
に
て
現
は
る
、
や
ε
い
ふ
に
勢
働
者

の
側
よ
り
す
る
同
盟
罷
業
ε
、
資
本
主

の
側
よ

ロ
ッ
ク

ア
ウ
ト

り
す
る
工
場
閉
鎖
と
か
其
最
も
重
要
な
る
も
の
な
り
。
而
し
て
此
等

の
争
議

の
直
接
な
る
原
因
は
、
勢
賃

の
増
減
、

ロ

鯨
働
暗
闘

の
長
短
、
「及
ひ
雇
傭
條
件
に
閲
す
る
要
求
を
重
な
る
も
の
ε
す
。
今
試

み
に
千
九
百
十
五
年
及
ひ
千
九

頁
十
六
年
の
両
年
に
於
て
米
国

の
重
要
な
る
産
業
に
最
も
多
く
起
れ
る
同
盟
罷
業
及
び
工
場
閉
鎖
の
統
計
を
調
査

す
る
に
左
の
如
し
。
.

.

諦

観

野
働
善

本
あ

根
本
的
協
闇

第
九
巻

(笙

ハ號

毒

七
六
九

.
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ρ

.争

議

の

裏

貼

勢
賃
増
加
の
要
求

勢
賃
減
少
の
要
求

野
賃

の
不
挑

鼻
衝
時
間

の
愉
加

労
働
時
間
の
減
少

賃
増
加
及
時
間
減
少
要
求

一
般

條
件

條
倫
理
野
賃

條
伸
度
時
間

條
件

-
野
賃

・
及
時
間

勢
働
組
合

の
承
認

承
認
及
勢
賃

承

認
及
時
間

承
認

、
労
賃
、
及
時
間

職

工
長
解
職
の
要
求

勢
働
者
の
解
傭

の
爲

労
働

組
A
H外

の
人
々
雇

へ
る
爲

、
ア
グ
リ
ー
メ

ン
ト
」
に
聞

し

漸
ア
グ
リ
ー
メ

ン
ト
の
要
求

差
別

待
遇

同
情
的
争
議

雑

0

●

同

コ一
九

=

ハ
牟

]
δ

三冒三三託
一晃

三
茜藍豊

島
回転

二
君

=
九三交一

七

一
一=普天　主湘

二窒

論

・

説

夢
働
ピ
資
木
こ
の
根
本
的
協
醐

盟

罷

業
.

ト
ー一

九

」
五

年置.・一 一 一 五 穴 一 一 昌 六 一 二 話 紅 七 一 九 五
曜 湘 八 二D五 七 六 一 六A六 二 六 凶 七 六 五 ヘ ロ 廿 五

工

場

閉

鎖
.

　一
九

=

ハ
年=二1二 二 四二「三昌一韮
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第
九
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六
號
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q
.

無

響 論

説

酪
刀働
ざ
資
本
ご
の
根
本
的
協
調

轟
0

昌
三

第
九
巻

(
億
剛よ
ハ
躍
岬

入

〕

七

七

一
一

葦

内
二

、

合

計

三
、
喜

一
-
四
一δ

一
尺

一≦

鯨
哲

此
統
計
は
一
か
一
七
年
乃
至
一
八
傘
の
米
圃
労
働
年
報

P
げ
Φ
〉
日
田
団∩四日
目
"げ
o自

曜
Φ胃

じgoo犀
〕
.に
依
ろ
。

此
統
計

に
依

る
も
襟

働
争

議

か
製
造

業
鑛
山
業
運
輸

業
に
従
事
す

る
勢
働
者

ε
其
雇

主

ご

の
問

に
最

も
多

く
且

　

烈

し
き
を
知
る
へ
く
、
而
し
て
其
原
因
は
勢
働
者

の
側

よ
り
す
る
勢
賃
増
加
の
要
求

に
謝

し
雇
主
の
之
を
肯
ん
せ

さ
る
に
因

る
者
最
も
多
く
、
勢
働
者
か
勢
働
時
間
の
減
少

の
要
求
に
謝
し
て
雇
主

の
之
を
肯

ん
せ
さ
る
に
国
る
も

の
之
に
吹
く
は
明
か
な
り
。
而
し
て
藪
に
看
過
す
へ
か
ら
さ
る
事
實
は
勢
働
組
合
の
承
認
の
要
求
.か
近
頃
金
々
多

く
同
盟
罷
業
の
原
因
こ
な
.る
こ
ε
な
り
ご
す
。
之
に
關

嚇
し
て
注
目
す

へ
き
は
夢
働
者

か
其
仲
間

の
解
雇
せ
ら
れ

セ
る
爲
に
罷
業
を
覚
し
、
叉
は
雇
主
か
勢
働
組
合
外
の
入
を
雇
入
れ
托
る
爲
に
罷
業
を
駕
す
こ
ご
是
な
り
。
蓋
し

　

　

コ

　

　

隊
米
諸
国
.に
於

て
は
勢
働
・者
階
級

の
團
能
的
精
神
〔Φ超
俸

号

8
「霧
)
は
我
国
に
於
け
る
よ
b
は
大
に
獲
窪
し
、我

国

に
於
て
は
今
窩
ほ
勢
働
組
合
と
稽
す

へ
き
も
の
が
殆

ん
ε
之
れ
有

ら
さ
る
に
、
彼
に
在
り
て
は
多
数
の
牢
固
な

る
勢
働
組
合
は
組
織
せ
ら
れ
て
之
に
驕
す
る
勢
働
者

の
撒
は
年
々
に
著

る
し
く
増
加
し
つ
」
あ
り
。
前
掲

「
米
国

勢
働
年
報
」
に
依
る
に
千
九

百
十
年
に
於
て
米
国
の
沓
種
勢
働
組
合

の
組
合
員

の
敷

は
二
百
十
二
萬
籐
に
し
て
、
牧

人
を
生
す

へ
き
各
種
の
職
業
に
徒
事
ザ

る
入
の
総
数
三
千
八
百
十
三
萬
鯨

の
約
五
分
五
厘
に
當
り
、
雇
傭
勢
働
者

の
総
数
二
千
七
百
十
九
萬
飴
人

の
約
七
分
七
厘
を
占
む
。
而
し
て
此
雇
傭
勢
働
者
絡
敷
中
よ
り
勢
働
争
議

に
飴
り

や

匹



`

関
係
な
護

憲

働
者
・僕
蛾
・給
仕
・速
記
者

商
店
の
女
販
冨

り
及
ひ
勢
働
組
合
か
加
入
を
許
さ
、
る
二
+
歳

未
満
の
鶴

者
を
控
除
す
れ
は
、
残
り
は

一
千

青

四
+
九
萬
讐

な
り
、
之
を

一
手

れ
は
蕩

組
A
員

の
数

は
其

一
割
八
分
四
厘
を
青
む

乃
こ

ご
、
な

る
な
り
。

抑
も
輓
近
の
鶴

組
合
は
婁

蕃

の
産
物
に
し
て
、
発

つ
英
國
に
璽

し
窪

し
π
る
も
の
砂

。
即
ち
同
.

國
に
於
て
千
八
再
二
+
四
年
経

纂

制
法
〔。
…

冨
§

野

・・ぼ

底
止
せ
ら
紮

・
徳

蕎

業

同
罷

業
を
熾
す
忌

か
窪

曽

誓

、
翌
年
に
は
同
罷

業
撰

曇

.
け・
.庁.・..波

ひ
欝

組
合
を
認
む
。
葎

は

む

　

む

　

　

む

奪

せ
ら
れ
・
只
不
法
な
甑

的
の
爲
に
す
・
團
結
は
禁
せ
ら
異

り
。
千
八
百
七
+

一
壷

は
.変

的
の
鶴

.響

の
合
法
的
な
る
こ
,・
難

ら
れ
年

.

エ
・
、
ラ

、
・
.ヒ
ソ
・
ソ
氏
に
依
・
に
鑑

二
+
難

問

に
於
て
英

國

の
勢
働
組
合

は
長
足

の
進
歩

を
爲

し
π
り
、
千
八
百

九
十

二
年

に
は
組
合
員

の
総

数

は
百
五

十
萬

人
を
超
え

、千

九

百
二

年

に
は
殆
ん

ご
二
百
萬
人

に
達

し
、千
九

百
十

三
年

に
は
三

百
萬
人

を
算
す

ε
。

(禁

国
・
即
。
三
二
。。。昌
b
日
『
。

.

ω
覧
「【叶
o
「
〉
自・のo
o冨
銘
o
p

HO
ご
・
㍗

い
3
)

鳶

一
方
歩

製

か
国
替

て
企
茎

量

抗
・
彼
等
の
利
盆
を
擁
護
堆
糞

ん
享

・
に
於
煮

、
他
方

む

む

に
企
業
圭

も
亦
之

に
対
抗
、す

る
團
結

を
組
織

す

へ
き
は

固

よ
b

想
像

に
難

か
ら
す
。
果
然

企
業
圭
は
謂

ゆ
る
雇
主

継
創

(同
旨
豆
。}費

の.
》
鴇
O
∩
一国
ユ
。諺
)
を
作

り
な
り
。

ロ

ビ

ン
ソ
ン
氏

に
依

る
に

千

九
百
十

】
年

二
月

に
千
百
十

一

の
雇
主
馨

あ
り
レ
芸

ふ
(前
響

三
・吾

)。
此
等
の
雇
主
粗
食

更
に
馨

讐

難

し
て
、
而
し
て
勢

論

説

勢
璽

粟

あ

葉

的
協
調

F

第
蓉

(第
六
鋭

匙
)

七
七
三



●

、

論

説

器

養

恋

の
渠

的
鰭

、

、
.

第
九
巻

璽

我

δ

)

七
西
.

働
組

合
も

亦
其
聯
合
髄

を
作

り

て
両

々
相
野
臆

す

る
に

至

り
て
、
此
面
階
級

の
團
艦
的
精

神
は
最
高

黙
に
昇
騰

し

投

る
の
概

あ
り
。
例

へ
は
虹
ハ始

め

ク
ラ
イ
ド
河

(誓
o
∩
ぐ
α
↓

岸

に
組
織

せ
ら

れ
た

る

国
ロ
αq
ぎ
0
9
言
σq

固
目
且
o図
o「軌

〉
ω。。。
。闘陶広
。p
は
漸

々
に
其

組
合
員
を
他
地
方

に
得

て
國

艮
的
組
合

ε
化

し
、
能
く
亭
①
〉
ヨ
巴
⑳
臼
目
黒
oα
い
o
曾

陣鴇

亀

岡
ロ
鴨
口
8
誘

な

る
勢
働
組
合

の

聯
合
膿

ご
対
抗

し

て
、

千

八
百

九
十
七
年

乃
至

八
年

の

労
働
争
議

に
於

て
勝
を
占

む

る
を
得

、
而
し
て
其
勝

を
青

む
る
を
得

た
る
所
以
は

輿
論

の
味
方

に
負

ふ
所
少
な

か
ら

さ
り
し

は
大

に
注
目
を

値

す
。

(前
掲
書
三

一
.一五
頁

)
.

英

國
に
於

け
る
勢
働
組
合

の
聯
合
艦

こ
し
て
特
筆

す

へ
き

は

臣
○
Ω
oロ
o
露
ド
周
o号
笛
臨
畠

o
h
目
滝
山
o
¢
三
〇
ロ
ω
を

第

[
&
し
、
加

入
者
員
数

は
七
十
萬

人
を
算

し
、
之

に

吹
く

は
五
十

寓
人

の
加

入
者

を
有
す

る

穿
。
宝

器
扇
、
頃
¢

α
。
.β
ぎ

コ
な
り

8
す
。
各
組
合
及

ひ
其

聯
合
艦

の
事
務

は
貴

行
委
員

(突
9
長

く。
8
日
目
葺
①霧
)
之
を
塵
理

す
、
而

し

て
此
等

委
員
は
組
合

の
監
督

の
下
に
在

り
て
人
な

る
擢
力
を
揮

ふ
も

の
な
ゲ
。
毎
年
勢
働
組

合
會

議

宣

目
「肚
o

d
巳
。障
0
9
噸

醗
ω)
鳳
開

か
れ

、
勢

働
者
よ
り
選

出
せ
ら

れ
え

る
代
表
者

は
其

代
表

す
る
人

々

の
爲

に
各
種

重
要

な

る
議
案
を

議
し
及

ひ

投
黙
す

る
も

の
ε

す
。

(閃
・
レ
・
男
o
目
黒

聞
騨
0
8
「脚o
・・
9
巳

Ω
器
具

ぎ
9
」。窪
。ω・
O
弾
日
げ
臨
飢
びq
o
噛

ぢ
H9

ワ

、
ご

前
述

せ
る
和
ぐ

「
方

に
多
微

の
労
働
組
合

ε
其

聯
合
.禮

ε
め
り
て
、
雇
主

に
対
抗
し

て
弊

働
者

の
利
益

を
擁

護

珊
進

せ
ん

ご
勉

め
、
他

方

に
雇
主
組
合
及

ひ
其

聯
合
禮

ご
あ

り
て
、
勢
働
者

に
謝
抗

し

て
雇

主
側

の
利

益
を
擁

護
亀



'

莚

せ
ん
ε
勉
む
垂

饗

し
て
篁

鏡

は
紫

を
節

・
蕩

争
議
な
・
。
就
中
重
薯

・
暴

響

の
側

よ
り
玄

ス
ト
ラ
能

潅

主
の
側
よ
り
す
・
・
ッ
ク
・
ウ
と

弩

。
余
は
既
果

圃
に
於
け
・
千
九
.百
+
五

年
及

ひ
千
九
百
十
六
年

の
勢
働
争
議

の
統
計
を
描
け
て
讃
者

の
参
照
に
供

し
な
る
か
、
更
に
英
國
に
於
け
る
同
様

の
統
計
を
左
に
掲
げ
て
以
て
余
の
論
.黙
を
進
む
る
の
必
要
を
見
る
。

鹿

論 九 九 九 九 九 九 九 九 九 八 八 入 八 八 八 入

説 ○0000000'〇 九 九 九 九 九 九 九

八 七 六 五 四 三 二 一 〇 九 八 七 六 五 四 三
9

争
議
数益

五
力
】兄

君窒
力
二
六

八
六
四

七
二

竺
力

　茜
八

六
四
二

四
四
=

蕊
倉

皿甕孟
(

凹
く
大

穴
〇
一

発
力

闘

係

人
員
鍛

査

四
、三
9

吾
碁

西
(

美
三
、
一重
.

一夫

、
一合

二
合

三
壱

垂

嘉

島

一♂

、
三
層

ズ
八
、豊

八

壱
を

旦
四六

重

代
炎
省

二
穴
、
召

[

倉

三
口八

窒

、吾

　

三
誓

薯

二

酉
竺

四
弐

垂

、毫
.

,

擬
矢
労
働
日
鍛

　0
、凹
套
、萎

聖

王
二九
δ

三

五
、堂

四
、六
苦

患

甚
六
、三
炎

一〇
、
茜
五
、五
「三

三
、
=
免

、四
某

二
N至

ハ
、四
一
六

三
、
一E
=
、六
茜

四
、一
四=
三
倉

菖
、四
莞

三
妻

=
・三
又

、糞

八

一
-四
八
四
、
三
冒

二
、四
ち

二
会

菖
、9
天
、八
茶

.

二
二
糞

、
一亜

百

合
四
、
一先

.

.第
九
巻

(第
六
號

〆

.

=

》

七
七
五

}
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.

・

論

説

勢
働
ご
資
本
こ
の
根
本
的
協
調

九 九

_o

Q九

一
九

〇

一
ヨ
リ

一
九

一
〇

マ
テ
十
年
・平

均

西
袋

軍
三

嵩
0
0
、
八
一九

互

五
、
】
六
五

第
九
巻

{
第
六
號

一
二
)

七
七
六

昌
、
七
君
王
、
九
(
内

力
、
(
九
四
、
(
召=
.

劃

一=
=

、
O
轟
く

四
、
二
天

、
〈
莞

曜

ド

}

九

一

九

「

九

一

九

一

九

喬

考
)

此
表
に
「依

る
に
、
大
戦
雪
前

の
一二
年
間
即
ち

一
九

一

及
ひ
損
失
日
鍛
に
於
て
著
る
し
く
真
前

の
十
年
平
均
に
超
過
す
る
を
見
る
。
面
し
τ
戦
争
開
始

の
年

三

九

一
四
)

及
ひ
其
翌
年
(
】
九

一
五
)
は
梢
減
少
し
な
れ
ε
も
此
干
場
に
比
す
れ

ば
街

ほ
高
卒
を
保
て
る
を
見
る

へ
し
。
箏
議

の
原
因
は
種
々
雑
多
に
し
て

一
事
議
に
し
て
敷
多

の
原
因
を
兼
ぬ
る
も
の
あ
り
ε
雌
も
、
要
す
る
に
勢
賃
増
加
の

要
求

か
大
部
分
を
占
む
。
例

へ
は

一
九

=
二
年
の
千
四
百
九
十
七

の
争
議
中
七
百
七
十
六
は
勢
賃
増
加
の
要
求
な

　

　

　

　

　

　

り
8
す
、
勢
働
組
合
の
承
認
其
他
勢
働
組
合
主
義
に
厨
す
る
箏
講
も
亦
重
要
な
る
原
因
の

一
な
り
今
英
國
千
九
百

十
年
以
後
に
於
け
在
争
議
の
重
な
る
原
因
及
ひ
之
に
直
接
關
係
せ
る
勢
働
者
の
藪

を
前
掲
年
報
に
依
b
て
援
草
す

一

一
.

力
量

突

【
-
九
合

一
〇
、
三
拓

・
力
三

』

一

二
.

`

八
悪

一
、
四
六
嵩
、
天

一

圏
O
、
力
西

、大
豊

「

三

亀

一
、
四
九
七

交

(
、
聖

王
.

=

・
宍
三
〇
、
七
　=

㌔

四

葬

翼

、莞

、

δ
、
≡

、
量
ゼ

一

五

窟

四
翌

、臭

　
、突

窪

o
。

一
、
木

表

ぱ
英
国

じゴ
8

己

。
{
日
空

三

。
・
勺
・
・
雪

景

。
ρ

§

舜

。・
団

団寿

。・)

の
雰

韻

行

ず

る

男
①登

;

コ

。。
鼻

2

国
民

ド
OO岸
〇三

に
依
る
D

二
、
關
係
人
員
鍛
は
直
接
關
係
者
ξ
間
接
關
係
者
ε
な
合
算
し
た
る
も
の
な
り
。

「
年

=

一年

及

ひ

一
三
年

の
三
年

は
争
議

の
数
關

係
人
員

軸

!



,

仰

る
こ

ε
左

の
撫

し
。

重

な

ろ

原

因

　
　

り

　
　

滑
加
ノ
要
求

懲最
低
賃
金

ノ
要
求

賃
無
識
ノ
反
㎜

左
の
年
度
に
起
れ
垂

識
直

接
關
讐

ろ
勢
鯨
老
親

一
九

一
〇

昌
R
茜

(

七
二
匿

四く
、五
豊

一
九

】
、一

三
三
昌
、
六
四
唱

一六
ご
一合

噌竃
ご
一く(

一
九

=

一

一
一四
、六
〇
内

金

O
δ
O
O

悟

亢
奮

四
七
べ
四七

コら

一
空

言

H憲
兄

、
(
七
四

=
　
、
二
五
六一

【六
、
力
一
六

針

葉

、四
茜

『
三
(
菖
、
三

離

一
、
0
二
〇
、
四
二
〇

二
(
三
、
一翼

.

・
鱈

鎌
少
ノ
要
鯨

E
、　西
(

(
山門
、
春

九

四A

四 六
六;ナu
昌 ン憶

一
、
老

0

ゼ
、
　互

o嵩
昌 四一 七
誕 艮

一
三
、
六
(
(

,

計

カ
一
、九
二
ゼ
.

ミ
き

(
、空
2

特
別
階
級
叉

八
時
別
人
ノ
雇
傭

勢
粉
ノ
方
法
.

　

　
　
　
　
り

労
働
組
合
主
義

其
他

ノ
原
因

=

四
唐
九
三

六
二
、巳
〇
七

百
】
、妬
心
七

六
、
き

ゼ

〕三
、六
[〔釦

交

δ

晃

冒三
七
、誠
(
(

布

四
兆二

胃西
元
会

四二
δ
炎

ご
δ
£
一繭

玉
、査
(

垂
晶、唱
一四

二
〇
二
見

ご
一〇
、四
届
0

茜

、(吉

総

計

E
(
五
「0
(
五

八
冨=
、
】
q
閏

一
、
二
口【巨
、
〇
一六

五
一六
、9
署

「

り

　

　

ロ

む

つ

艶
羨
に
依
れ
ば
勢
賃
増
加
の
要
求
に
次
ぎ
て
最
も
重
要
な
る
は
勢
働
組
合
主
義

(↓
「巴
¢
q
三
〇
目
尻
ヨ
)
な
り
ε

恥
。
蓋
し
此
主
義

の
確
立
即
ち
雇
主
及
ひ
其
組
合
を
し
て
勢
働
組
合
を
承
認
せ
し
む
る
こ
ε
は
間
接
に
勢
働
者

の

雇
傭
僚
件
を
改
善
【す
る
に
大
赦
あ
る
も
の
な
り
。
何
ε
な
れ
は
勢
働
組
合
に
し
て
承
認

せ
ら
れ
ん
か
、
.勢
働
者
…罰

弘皿

醗

努
働
ピ
資
本
ε
の
根
本
的
協
闘

第
九
岩
.
(第
六
競

り
三
∀

七
七
七



論

流

勢
働

ピ
資
本

ε
の
根
本
的
協
誹

,

第

九
巻

(第
六
號

一
四
)

七
七
八

む

む

む

む

雇
主

の
契
約
ば
個
人
契
約
よ
b
進
み
で
合
衆
協
約

(o
o
豪
o叶ぞ
o
び
碧
σq
巴
旨
ぎ
αq
)

ε
な

る
こ
ご
を
得
、
各
勢
働
者
は

個
々
別
々
に
各
雇
主
、ご
自
由
契
約
を
爲
す
代
り
に
、
.労
働
組
合
の
合
衆
的
勢
力
を
以
て
雇
主
叉
は
其
組
合
に
射
し

て
襟
賃
其
他
雇
傭

條
件

を
協
定

ず
.る
を
得
,
謂

ゆ
る

..蜜

8

崩・・
い
§

σ・
罠

、
の
敷

果

を
完

全

に
牧

む

る
を
得

れ
ば

　

む

む

む

む
　

む

む

む

む

む

な
り
。
次
に
荷
ほ
附
説
を
要
す
る
は
此
表
の
最
後

の
項
に
其
他

の
原
因
ご
あ

る
中
に
謂
ゆ
る
同
情
的
罷
業

(望
日
-

鵜
島
。浮

葺
岸
。。・)
を
含
む
こ
ε
是
な
り
。
干
九
百
十
三
年
に
起
れ

る
純
然
な
る
同
情
的
罷
業
の
敷
は
十
二
に
し
て

關
係
勢
働
者
の
撒
は

一
萬
五
千
三
百
人
を
算
す
、
而
し
て
北
極

の
罷
業
は
年
々
増
加
の
趨
勢
を
呈
し
、
千
九
百
四

年
の
撒

一
よ
り
千
九
百

†
「
年

の
十
五
と
な
り
千
九
百
十
三
年
は
敷

に
於
て
は
減
し
投
れ
ざ
も
關
係
勢
働
者

の
敷

に
於
て
は
前

の
何
れ
の
年
よ
り
も
増
加
せ
り
ε
云
ふ
(前
掲

千
九
百
十
三
年

戸
o
唱
○
詳

o
⊇
しつ
窪
岸
窪

挿
巳

ぎ

簿
o
口
留

で
.
.×
≦
自

参
照
)

余
か
前
後
に
掲
げ
な
る
米
英
二
國
の
勢
働
争
議

の
各
統
計
を
劃
照
す
る
ε
き
は
、
現
時
先
進
産
業
國
に
於
け
る

勢
働
者
階
級
か
如
何
に
固
結
力

に
富
み
團
騰
射
精
脚
の
鞏
固
な
る
か
を
見
る

へ
し

。
我
国
に
於
て
は
近
年
同
盟
罷

業
の
漸
次
多
く
且
烈
し
く
成
り
行
く
を
見
、特

に
天
職
事
後
に
於
て
注
目
す

へ
き
大
規
模
の
罷
業
を
見

る
ご
雌
も
、

ポ

未
沈
欝
働
組
合
を
公
然
名
乗
る
所
の
團
艦
を
見
す
、
叉
此
種
組
合
を
積
極
的
に
認
む
る
所

の
法
律
あ
る
な
く
、
却

て
之
か
成
立
を
姑
く
る
如
く
見
ゆ
る
所

の
法
令

(齪
ち
治
安
警
察
法
第
十
七
悠
)
の
嚴
存
ず
る
あ
り
。
且
又
我
国

に
は
勢
働
省
な
く
勢
働
局
す
あ
無
く
、
努
働
争
議

を
調
査
し
及

ひ
之
を
報
告
す
る
持
捌
の
機
闌
な
く
、
余

の
推
測

四



す
る
所
に
よ
れ
は
政
府
は
或
省
或
局
を
し
て
片
手
間

に
年
々
勢
働
争
議
を
調
査
せ
し
め
、
之
か
統
計
を
伶

ヴ
つ
㌧

あ
る
か
如
し
。
撚
れ
ε
も
余
輩
肚
曾
問
題

の
研
究
者
に
取
り
て
最
も
重
要
な
る
此
等

の
報
告
及
び
統
計
は
帝
　に
之
.

を
手
.に
し
難
き
の
み
な
ら
す
、
偶
ま
其
片
鱗
を
窺
ふ
ご
ε
あ
る
も
官

の
秘
密
書
類

ε
し
.て
、
之
か
公
表
を
禁
ず
る

は
從
來

の
慣
例
な
り
し
な
り
。
其
れ
撚
り
故
に
余
は
本
論
文
に
於
て
我
国
の
勢
働
争
議

の
詳
細
な
る
統
計
を
渇
く

る
を
得
す
ご
錐
も
、
要
す
る
に
我
国
の
騒
動
争
議
は
英
米

の
如
ぐ
大
規
模
に
組
織
的
に
行
は
る
、
も
の
に
非
す
、
.

而
し
て
勢
働
組
合

の
承
認
叉
は
同
情
的
罷
業
の
如
き
は
殆
ん
ざ
絶
無

に
幾
し
。
嗚
呼
こ
れ
幸
に
し
て
我
國
企
業
者

側

百

の
偸
安
を
許
す
に
似
だ
り
巌

も
、
嗚
呼
叉
不
幸
に
し
て
我
國
勢
働
者
側
の
團
精
力
の
術
ほ
甚
な
微
弱
な

る
を
示
す

も

の
な

る
を
如
何

せ
ん
。

、

第

三

節

團
艦
的
猫
脚
の
悪
化

払前
節
に
述

へ
π
る
所
に
依
れ
ば
欧
米

の
労
働
者
は
我
國

の
勢
働
心着
に
比
す
る
に
其
團
膿
的
糟
…紳
は
蓬
か
属
山県
絶
.

し
、
從
て
其
團
精
力
は
甚
だ
鞏
固
な
り
。
近
来
勢
働
組
合
圭
義

の
盆

々
、旺
盛
に
向
ひ
、
各
種

の
多
敷
の
労
働
組
合

か
組
織
せ
ら
る

、
の
み
な
ら
す
、
此
等
組
合

の
聯
合
髄
も
亦
成
立
し
、
同
盟
罷
業
は
膏

幡

一
組
合
に
厨
す
る
威
権

む

む

の
勢
働
者

の
問

に
起

る

の
み
な

ら
す

、
同
種

の
全
國
勢

働
者

を
し

て
・】
齊

に
職

は
し
む

る
こ
ε
あ
b
。

加
之
同
情
.
.

む

む

　

的
罷

業
些
稽
し

て
或
種

の
勢
働
者

の
罷
業
に
同
情

し
て
地
種

の
墜
働

者

か
罷
業

す

る
ζ

ご
あ

り
。
斯

の
如

き

は
寧

論

説
.

勢
働
ピ
資
本
定
σ
根
本
的
協
調

.

第
九
燈
.
〔第
六
號

[
五
)

七
七
九



.

'
.

璽

'

論

調

労

働
ご
資
本
ε
の
根

本
的
協
調

第
九
巻

(第

六
號

=

ハ
)

老
入
0

　

　

　

　

　

　

　

　

ろ
團
鐙
釣
糟
胴帥
一の
悪
化
ε
構
す

へ
き
も
の
な
り
ε
す
。
暴
れ
爾
可
な
り
ε
す
る
も
、彼
「の
サ
ソ
ヂ
カ

」野
ズ

ム
(し唖
黒
目
&
昌

。
聾
。・
日
)を
奉
ず
る
徒
輩

に
至
う
て
は
勢
働
組
合
主
義
を
迂
遠
な
り
ご
し
、
叉
砒
會
主
義

の
如
き
政
治
的
手
段
に
依

b
て
生
産
組
織
及

ひ
私
有
財
産
制
度
に
大
改
革
を
施
さ
ん
ご
す
る
を
回
し
く
緩
慢
な
り
ご
し
、
直
接
手
段

(山
幕
鮮

目
星
…
)
に
依
り
て
雇
主
資
本
主
階
級
を
破
滅
せ
ん
ε
企
つ
る
に
至
り
て
は
、
團
艦
的
精
興
は
將
に
悪
化
の
繕
頂
に

　

　

　

ロ

コ

リ

　

　

　

　

　

　

　

達
せ
ん
こ
す
る
の
概
あ
り
。
サ
ソ
ヂ
カ
リ
ズ
ム
の
直
接
手
段
は
他
な
し
、

一
般
的
同
盟
罷
業
ε
ナ
ボ
タ
ー
ジ

ユ
ε

の
二
者
是
な
り
。
同
情
的
罷
業
は
英
名

の
示
す
如
く
術
ほ

一
片
寛
容
す

へ
き
飴
地
な
き
に
非
す
ε
難
も
、

一
般
的

罷
業
に
至
り
て
は
善
に
ま
れ
悪
に
ま
れ
聰

て
の
雇
主
資
本
主
を
仇
敵
ビ
し
、
肚
會
民
衆

の
,迷
惑
を

一
切
不
問
に
措

き
て
、
唯
濁
り
勢
働
者
階
級
の
私
利
を
遂
げ
ん
ご
す
。
其
不
義
不
正
は
多
く
論
ず
る
の
異
な
し
。
而
し
て
サ
.ポ
タ

ー
ジ
ュ
は
唯
勢
務
に
服
す
る
の
形
を
存
し
て
出
来
得

る
文
典
實
を
失
は
ん
こ
ご
を
勉
む
る
行
爲
に
し
て
、
例

へ
は

故
意
に
仕
事
を
緩
徐
に
し

噛、
手
を
扱
き
.
錯
誤
を
な
し
、
機
械
器
具
を
適
宜

に
使
用
せ
す
叉
は
手
入
れ
せ
す
、
原

料
を
濫
費

す
る
等
.
凡
そ
雇
主
に
損
害
を
摩
す

へ
き
事
は
真
価
允
る
を
澗
は
す
之
を
敢
行
し
て
慣
…ら
さ
る
も

の
な

り
。
同
盟
謄
業
は
勢
賃
を
犠
牲
に
供

す
る
黙
に
於
て
幾
分
か
男
ら
し
き
黙
あ
り
ε
錐
も
、
サ
ボ
タ
」
ジ
エ
に
至
り

.

て
は
{界
劣
勝
瞼
悼
㎝徳
の
甚
し
き
言
語
に
絶
す
ご
謂

ふ
へ
き
な
り
。
蓋

し
サ
ソ
ヂ
カ
リ
ス
ト
ご
錐
も
斯

の
如
き
行
爲

を
以
て
正
義
人
道
に
合
ず
ε
思
考
す
る
に
は
非
す
、
唯
彼
等
の
敵
視
す
る
資
本
階

級
を
艶
す
の
目
的

の
爲
に
は
最

冥

の
手
段
な
り
創
戟
な
り
ε
な
す
の
み
。
而
し
て
此

の
鰯
戟
は
批
會
主
義
者
猶
以
て
双
鉱
を
有
す
ε
爲
七
、
だ
ε

、
、



唱」

ひ
其

一
鋸
は
資
本
主
を
傷

つ
く
を
得
る
ご
も
他
銘
は
却
て
勢
働
者
を
傷
く
る
も
の
な
り
ご
諭
し
て
此
種

の
手
段
を

〆

執

る
こ

ご
に
反

…勒
し
、
現

に
米
国

に
於

け

る
最
も
有

名
な

る
サ
ソ
ヂ
カ
リ

ス
ト
は

サ
ボ
タ
ー
ジ

ュ
を
主
張

し

π
る

爲
に
肚
會
窯
、の

國
艮

委
員

會
よ
り

召
還

せ
ら

れ
だ

り

ε

云

ふ
。

(山
2
q

づ

を
琶

・
卓

。
冨

げ
・
「
筈
9
.。
葺

3

Z
■
く
.
ぢ
ぐ
"
℃
.
M
弁
説
)

欣
會
主
義
者
か
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
を
排
斥
す
る
は
.頗

る
可
な
り
、
黙
れ
と
も
彼
等
も
亦
ず
ン
ヂ
ヵ
リ
ス
.ト
ε
回
し

く
雇
主
資
本
主
階
級
を
以
て
仇
敵

ε
す
る
者
な
り
。
此
階
級
を
整
し
て
勢
働
者
階
級

の
み
よ
り
成

る
肚
會
ε
な
さ

む
ご
す

る
目
的
は
共
同
に
し
て
唯
其
手
段
を
異
に
す

る
の
み
。
之

に
反
し
て
耐
會
主
義
に
も
騙
せ
す
叉

ナ
ソ
デ
カ

リ
ズ
ム
に
も
厨
せ
さ
る
勢
働
組
合
主
義

の
主
張
者
は
必
ず
し
も
雇
主
資
本
主
階
級
を
不
倶
戴
天

の
仇
敵

ご
ず
る
者

に
非

す
、
偶
ま
之
φ
敵
耐
し
て
相
孚
ふ
ご
ε
あ
る
も
唯

一
時
彼
等
の
行
爲
叉
は
不
行
爲
に
封
し
て
反
掛
す
る
に
過

●

ぢ
す
。
.故
に
若
し
自
己
の
要
求
に
し
て
彼
等
の
奢

る
＼
所

ε
な
れ
は
此
両
者
は
再
ひ
和
衷
協
睦
す
る
こ
ご
恰
も
水

魚

の
如

き
も

の
あ
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
余
か
本
.論
の
題
目
こ
な
し
な
る
所

の
「
勢
働

ご
資
本

ご
の
協
調
」
詳
言
す

れ
は
「勢
働
者
階
級
ε
資
本
主
階
級

ご
の
協
調
」な
る
も

の
は
肚
會
主
義
者
及
ひ
サ
ソ
ヂ
ヵ
ゾ
ス
ト
に
向
て
絶
対
に

勧
説
す
象

ら
さ
乃
も
の
に
し
て
、
旗
亭

れ
は
彼
等
は
此
問
題
を
好
意
葡

に
論
議
ず
る
の
資
格
な
き
者
な
り
。

夫
れ
勢
働
者
階
級
か
團
結

し
て
各
種
の
勢
働
組
合
を
組
織
し
、
更

に
進

み
で
此
等
組
合

の
聯
合
艦
を
組
織
し
、
.

以
て
資
本
主
階
級
に
封
抗

ず
る
は
事
物
進
化

の
當
然

の
成
行
に
し
て
若

し
法
律
其
他
人
爲
的
干
渉
を
以

て
此
自
然

論

説

募
働
ご
資
本
己
の
根
本
的
協
調
.
.

第
九
巻

(第
六
號

一
七
V

七
八
}

.

層



ノ6

㎜
論

説

野
鶴
ε
資
本
こ
の
根
本
的
協
議

第
九
巻

(第
六
號

」
入
〉

七
八
二

の
潮
流
を
阻
止
せ
ん
ε
す
る
は
膏
に
無
益

に
し
て
且
有
害
な
る
の
み
な
ら
す
、
到
底
不
可
能
事
に
騙
す

へ
し
。
而

し
て
之
ご
同
時
に
資
本
主
階
級
か
雇
主
組
合
及
ひ
共
聯
合
膿
を
組
織
し
て
、
以
て
彼
等
に
謝
抗

せ
む
ε
す
る
に
至

る
も
の
亦
均
し
く
進
化

の
趨
勢
に
非

す
ん
断
あ
ら
す
。
.斯

の
如
く
厭
米
諸
國
の
産
業
界
に
行
は
れ
来

り
し
此
自
然

の
潮
流
は
今
や
我
鼠
に
も
湧
き
出
て
、
.各
種

の
勢
働
者

か
屡

々

蒔

的
剛
結
を
作
り
、
彼
等

の
雇
主
に
封
も
て
合

同
的
要
求

を
駕

し
、
往

々
同
盟
罷
業

の
黎

匹
田

つ
る
者

頻

り
に
起

り

つ
Σ
あ

り
。

是

に
於

て
或

一
部

の
論
者

は
之

の

り

の

　

り

り

を
以
て
勢
働
者

の
畳
醒
な
り
ご
駕
し
、
彼
等
を
し
て
更
に
進

み
で
永
久
的
結
合
膿
れ
る
勢
働
組
合
を
組
織
せ
し
め

・

,

む
こ
ε
を
主
張
し
、
之
か
障
害
た
る
へ
き
法
律

(
例

へ
億
治
安
警
察
法
第
十
七
係
)
は
之
を
微
塵
し
、
「
之
を
保
障

「
き
法
律

入
側

へ
は
弊

働
組
合

の
法
人
た
る
を
認
む
る
法
律
)
を
制
定
す

へ
し

こ
論
ず
る
に
至
れ
り
。
然

る
に

他

の

一
部

り
論
巻
軸
近
頃
我
国
に
於

廿
る
同
盟
罷
業
の
頻
腰
を
以
て
圭

こ
し
て
外
国
悪
風
の
傳
染
及
ひ
砒
會
主
義

者
叉
は
洋
學
者

の
直
接
ス
は
間
接
の
煽
動
に
由
る
も
の
ご
な
し
、
蹴
倒
組
合

の
設
立
の
奨
禰
及

ひ
承
認
は
盆
々
此

弊
害

を
人
な
ら
し
む
る
も

の
な
り
と
思
考
し
な
り
。
此
両
説
中
後
者
は
時
世
の
進
輔
を
解
せ
さ
る
固
陋
頑
冥

の
説

に
し
て
、
固
よ
り
取
る
に
足
ら
す
。
而
し
て
前
説
鳳
個
ほ
十
歩

の
近
き
を
見

て
千
里
の
遠
き
を
窺
は
さ
る
の
短
見

む

ロ

起
る
を
冤

か
れ
さ
る
如
し
。
此
論
者
は
我
国
勢
働
者

の
同
賊
罷
業
を
以
て
其
自
畳
な
b

と
な
し
、
厭
米
に
於

け
る

永
久
的
弊
働
組
合
並
に
其
聯
合
騰
の
組
織
を
以
て
賦
氷
螢
働
者
の
恵

大
瓶
る
自
畳
差

し
、
.而
し
て
此
説
の
必

然
の
結
果

こ
し
て
激
米
に
行
は
る
る
大
規
模

の
同
盟
露
業
を
以
て
勢
働
者
の
自
畳

の
大
な
る
も

の
と
な
し
、
.同
情

7



」
.
.
.
.

的
罷
業
を
是
認
k

一
般
的
罷
業

を
寛
俄
阪

サ
ボ
タ
ー
ζ

を
も
必
要
な
る
害

冨

。羅

q

。三
)
な
り
藷

コ

む

む

む

ロ

　

　

む

　

　

む

む

む
る
に
至
ら
む
ε
す
。
鳴
呼
斯
の
如

き
は
自
毘
に
罪
す
し
て
迷
蒙
な
り
、
地
上
の
霧
を
出
て
て
更
に
室
間

の
雲
に

入
り
馨

も
の
な
り
・
勢
働
者

の
團
艘
的
精
神
の
獲
連

動

み
て
却
て
其
悪
化
を
招
忘

の
な
り
。
團
磯
的
精
神

.
は
之
を
落

せ
さ
ゑ

か
ら
す
・
之

か
悪
化
は
勉
め
て
豫
防
し
排
除
す
・
を
要
す
。
然
5
は
如
何
に
し
て
彼
を
善

　

　

　

　

　

　

導
し
此
を
豫
防
排
除
す

へ
き
か
、
曰
く
勢
働
者
及

ひ
資
本
主
而
階
級
を
し
て
更
に
遠
大
な
る
臼
畳
を
爲
さ
し
む
る

に
在
る
な
り
。
.
.

.

.

第
四
節
.
勢
働
者
資
本
王
両
階
級
の
豊
醒

何
を
か
夢
助
巻
資
本
主
階
級
の
遠
大
な
る
畳
醒

と
謂

ふ
乎
。
.日
一
理
今
我
國
の
勢
働
者
階
級
は
雇
主
階
級
に
対

抗
し
て
自
己

の
利
益
を
擁
護

す
へ
く
豊
醒

し
た
る
如
し
ε
雌
も
、
未
だ
雇
主
ε
共
同
の
利
金
を
進
む

へ
.〈
発
醒
せ

す
。
又
我
国
の
資
本
主
階
級
は
猶

ほ
我
国
労
働
者

の
勢
賃

の
低
き
こ
`
ご
勢
働
時
間

の
長
き
こ
ご
ご
を
以
て
外
國

・
の
競
争
に
封
ず
る
最
好

の
武
器
な
り
ε
誤
想
し
、
最
も
善
く
待
遇
せ
ら
る
る
勢
働
者

の
勢
力
は
最
あ
低
き
生
産
費

を
成
す
こ
と

(民
。8
ヨ
図
鑑

三
『q
ず
語

鴨
ψ)
を
悟

ら
さ
る
者
多

し
。
故

に
若
し
此
面
階
敏
に
し
て
両

々
相
対
抗
し

て
利
益
を
取
る
を
孚

ふ
の
態
度
を

一
蔓

し
.て
、
相
互
に
協
調
し
て
共
同
の
利
益

を
進

細
る
行
動
に
出
て
ん
か
、
謂
ゆ

.

る

..旨
δ
昌
δ

鋒

睾
σq
窪

、
は

一
層
真

数
果

を
大
に

す

へ
く
.
而

し
て
外
國

に
於

け

る
両
階
級

か
狭
隘

な
る
階

級
的

論

醗

勢
御

蓋

本
建
の
枕
本
葡
協
糊

第
九
瑠
.
(第
六
號

[
九
〉

七
八
三

'

0

..

鴇
.



論

説

算
勘
ピ
資
本
ピ
の
根
本
的
協
調

第
九
巻

(第
六
號

二
9

七
八
四

團
籍

紳
に
駆
ら
れ
て
各
種
の
紛
争
を
爲
し
つ
つ
あ
る
問
に
於
て
・
我
國
の
而
階
級
は
此
廣
馨

る
削
際
綬
曜
柑

　

　

　
　

衷
協
同
を
實
行
せ
は
、
産
業

の
戦
争
に
於
て
優
勝
の
地
歩
を
青
む
へ
き
は
毫
も
疑
を
容
れ
さ
る
な
り
。
然

る
に
若

し
我
国
両
階
級
に
し
て

一
力
卦
國
両
階
級

の
課
に
傲
ひ
、其
轍
を
屡
み
て
、
徒
ら
に
利
益

の
紛
争
を
是
れ
事

ε
す
る

た

於

て
は
、
我

の
後
進
的
産
業
は
到
底
彼

の
先
進
的
産
業
を
凌
駕
す
る
を
得

さ
る
は
勿
論
或
憶
之
に
追
及
す
る
こ

　

　

　

コ

　

　

　

　

庫
す
ら
能
は
さ
る
へ
き
な
り
。
夫
れ
斯
の
如
く
我
國
両
階
級
か
先
つ
各
自

の
階
級
的
自
畳
を
爲
し
、
更
に
超
階
級

　

　

　

的
自
畳
を
駕
す
は
我
国
の
後
進
的
産
業
を
し
て
外
国

の
先
進
的
産
業
に
…到
抗
せ
し
む
る
に
最
も
緊
要
の
事
な
b

と

す
。
而
し
て
余
は
信
ず
此
面
階
級

の
畳
醒
す

へ
き
は
之
に
止
ま
ら
す
し
て
、
更
に
畳
醒
す
へ
き

一
層
高
遠

な
る
も

の
あ
る
こ
ご
を
。
何
ぞ
や
、
日
く
生
産
階
級

こ
し
て
の
利
益
ご
消
費
階
級
こ
し
て
の
利
盆
を
合
致
せ
し
め
、
及
ひ
輕

コ

　

　

　

　

ヨ

濟
酌
人
利
域
道
徳
的
大
害

と
を
調
和
せ
し
む
る
こ
と
、の
國
民
的
畳
醒
是
な
b
ご
。

発

つ
第

一
に
勢
働
者
階
級
ε
資
本
主
階
級
と
の
共
同
利
益

に
就
て
述

へ
ん
。
肚
會
主
義
者
は
勢
働
の
み
を
以
て

唯

一
な
る
根
源
即
ち
唯

一
な
る
生
産
要
素
こ
な
し
、
資
本
ぼ
勢
働
よ
り
作
り
出
さ
れ
允
る
も

の
に
外
な
ら
す
、
故

に
資
本
主
の
所
有
す
る
資
本

は
勢
働
者

の
生
産
し
投
る
所
の
も
を
掠
奪
し
拠
る
も
の
な
b
、
勢
働
者
は
現
時
の
資

本
主
義
的
生
産
組
織
の
下
に
於
て
は
其
生
産
し
穴
る
所
の
中
よ
り
唯
彼
等
の
最
小
生
活
費
を
勢
賃
託

て
前
麟
を

憂
く
る
に
止
張
り
其
飲
剰
即
ち
謂
ゆ
る
飴
剰
慣
値
は
全
然
資
本
主

の
爲
に
掠
奪

せ
ら
る
、
も

の
な
り
ε
思
考
し
た

り
。
嗚
呼
此
説
は
肉
髄
的
労
働
を
見

て
精
棘
舶
勢
働
を
忘
れ
、勢
働
以
外

の
生
産
要
素
及

ひ
生
産
要
件
即
ち
.自
然
。

L

亀



、

資
本
・
企
業
及

ひ
国
家
を
度
外
に
措
く
も

の
な
り
。

抑
も
此
等
の
生
産
要
素
及
ひ

生
産
要
件

は
皆
鯨
剰
慣
値
冨
即
ち

生
産
費
を
超
ゆ
る
償
億
を
作
b
出
す
も
の
な
り
、
而
し
て
此
等
か
適
當
に
協
力
す
る
ご
き
は
其
作
り
出
す
所

の
鯨

剰
償
値
は
大
な
り
。
例

へ
は
耕
作

に
向

て
の
肉
竸
的
勢
働
は
農
學
土

の
精
憩
的
勢
働

の
協
同
を
得
れ
ば

一
層
天

賦

る
飴
剰
慣
讐

生
す

へ
曳

而
し
て
此
等

の
協

同
せ
暴

動
は
碗
碗
な
る
土
地
不
順
な
る
氣
候
に
於
て
施

さ
る

、

よ
り
は
肥
沃

な
る
土
地
適
順

な
る
氣
候
に
於
て
施

こ
さ
る
玉
こ
蓬
に
依
り
て

一
層
大
取
る
飴
剰
債
直
冷
得

へ
く
、

ア

ロ

又
是
等

の
塑
働
及
ひ
自
然

の
生
産
力
は
夏
仔
な
る
種
子
肥
料
及

ひ
農
具
即

ち
資
本

の
補
助

に
依
り
て
㈲

一
層
大
な

コ

げ

む

　

む

ロ

む

　

る
飴
剰
債
値
を
生
す

へ
く
、
而
し
て
此
等
の
生
産
要
素
を
通
常

に
結
合
す
る
は
企
業
者

の
任
務

に
し
て
彼
等
も
亦

葎

の
精
欝

勢
働
者
に
外
な
ら
さ
る
な
り
つ
是
に
出
て
之
を
観
れ
経

會
主
義
者
が
勢
働
特
に
肉
鷺
助
勢
働
の

み
が
隙
剰
償
値
を
生
す
る
か
如
く
説
き
去

る
の
謬
ま
れ
る
は
明
か
な
り
。

蓋
し
自
然
は
生
産
要
素
ε
し
て
吾
人
に
莫
大
な
る
恩
恵
を
與
ふ
れ
ε
も
場
合

に
由
り
て
は
吾
人
の
勢
力
を
過
度

に
費
さ
し
め
叉
は
吾
人
の
生
産
物
を
奪

ひ
去

る
こ
ε
あ
り
、
例

へ
は
淫
雨
旱
魃
風
霜
地
震
等
の
場
合
は
是
な
り
、
.

定

む
同
様

に
貧
畜
な
る
資
本
主
企
業
者
は
往
々
労
働
者
を
虐
使
し
、
彼
等

の
當
然
得

へ
き
勢
賃

の

一
部
を
横
奪
し

て
唯
我
等
を
し
て
辛
ふ
し
て
其
生
命
を
維
持
す
る
に
足
る
も

の
外

は
毫
も
飴
刺
股
人
な
か
ら

し
む
る
場
合
な
か

ら

ず
。
撚
れ

ε
も
是

は
寧

ろ
例
外

の
場
合

に
し

て

一
般

的
事
賢

に
非

す
、

一
時

の
攣
態

に
し

て
永
久

の
常
相

に

は

非
一さ

る
な

り
。
輓
近
交

明
諸

国
に
於
け

る
勢
働
者

の
生

計
喩
樂

の
程
度

か
漸

く
進

み
で
、
彼

等
階
級

中

よ
b
多
数

論

説
.

勢
働
ざ
資
本
ご
の
根
本
的
協
調

第
九
巻

〔第
⊥
ハ號

二
一
)

七
八
五

、

,



四
.
.

、

,

論

説

勢
働
ご
資
本
ミ
の
根
本
的
協
調

第
九
巻

(第
六
號

二
二
)

七
八
六

の
中
産
階
級
及
ひ
小
中
資
本
主
存
輩
出
せ
し
め
つ
＼
あ

る
事
實

に
徴
し
て
余
輩

の
読
の
謬
ら
す
し
て
肚
會
主
義

の

謙

の
當
ら
さ
る
を
知
る

へ
.き
な
b
Q

・

故

に
勢
働
者
階
級
か
互
に

一
致
團
結
す
る
は
固
よ
り
彼
等
の
利
益
を
進
む
る
所
以
な
り
ε
雌
も
噛
此
團
結
の
力

を
以
て
資
本
主
階
級
ご
協
調
す
る
は
荷

】
層
其
利
益
を
進
む
る
所
以
な
り
。
資
本
主
階
級
に
就
て
も
亦
回
し

く
其

一
致
團
詰

の
力
を
以
て
労
働
者
階
級
ε
協
調
ず

る
ご
き
は
更
に
大
な

る
利
益

を
厩
ち
得

へ
し
。
斯
く
し
て
勢
働
組

合
ご
雇
主
組
合
ご
鳳
好
戦
的

の
も
の
に
非
す
し
て
協
調
的

の
も
の
と
な
り
、
同
盟
罷
業
工
場
閉
鎖
の
獲
業
者

に
非

す
し
ズ
、
紛
争
を
豫
防
解
決
し
共
同
の
利
を
進

め
損
害
を
濟
ふ
の
機
關
ご
な
ら
は
、
此
面
階
級
の
利
益
は
果
し
て

如
何
そ
や
。
鰍
米
勢
働
組
合
及
ひ
雇
主
組
合
の
歴
史
を
見

る
に
漸
く
好
戦
的
の
も
の
よ
り
協
調
的

の
も
.の
に
腰
達

.

し
つ
、
あ
る
鳳
争
ふ
可
か
ら
す
勢
働
事
議

に
關
す
る
和
解
及
ひ
仲
裁
腎

。
口
。≡
巴
。
口
震
α
母
ぴ
ξ
監
8
)
の
制
度
の

獲
達
せ
る
事
及
ひ
争
議
か
事
前

に
阻
止
せ
ら
れ
又
は
中
途

に
圓
満
解
決
し
た
る
多
く
の
事
例

は
之
を
謹
し
て
鯨
り

あ
り
。
然

る
に
後
進
産
業
國
起
る
我
国
の
勢
働
階
級
は
之
を
悟
ら
す
し
て
、
唯
彼
の
謬
れ
る
先
蹤
を
遂
ふ
て
其
覆

轍
を
踏
ま
ん
ご
し
、
久
我
國
資
本
階
級
は
現
下
の
如
き
産
業
の
異
常

些
良
好
な
る
時
局
に
際

し
最
も
容
易
に
貴
行

し
得

へ
き
勢
働
者
優
遇
に
向
て
先
手
を
打

つ
を
躊
躇
し
て
、
同
盟
罷
業
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
の
動
機
に
驚
き
て
拙
劣

な

る
後
手
を
引
く
者
多
き
は
實

に
慨
嘆

に
禁
え
さ
る
な
り
。

第
二
に
是
等
生
産
的
両
階
級
は
膏
に
其
共
同
の
利
益
を
進
む
る
上

に
於
て
協
調
を
爲
す

へ
き
こ
ε
を
悟
る
の
要

"



あ
る
の
.み
な
ら
事
、
夏
に

一
般
溝
費
者
に
劉
し
て
彼
等

の
負
ふ
所

の
責
務
を
審
す

へ
き
こ
ご
を
慮

る
へ
か
ら
チ
。

余
輩
が
前
笛

に
説
明
せ
る
如
き
團
膿
胸
精
神

の
悪
化
は
.一
二
階
級
の
私
利
の
爲
に
肚
會
全
般
の
公
益
を
犠
牲

に
供

せ
し
む
み
も
の
な
り
、
資
本
主
か
産
業
合
同
に
由
り
凋
占
的
事
業
に
由
り
生
計
必
需
品

の
買
占

に
由
り
其
他
陋
劣

陰
、瞼
な
る
手
段
に
由
り
て

一
般
溝
盛
者
を
苦
し
め
耐
會
の
公
益
を
奪
ひ
え

る
事
例
は
甚
な
多
し
ご
す
。
且
彼
等
は

斯
く
し
て
得
允
る
冨
を
其
雇
傭
勢
働
者
に
配
分
す
る
を
吝
み
て
、
唯
其
私
財
を
累
積
す
る
を
勉

め
、
其

一
部
を
奢

侈
に
裂
や
し
て
似
て
豪
富
を
誇
示
す
、
漱
米
に
渦
激
な
る
肚
會
主
義
及

ひ
サ
ソ
ヂ
・
リ
ズ

あ

熾
烈
な
る
は
蓋
し

此
等
描
悉
無
責
任

な
る
資
本
士
⊥階
級

の
自

か
ら
煽
動
し
起
る
も
の
こ
謂
ふ
べ
き
な
り
。

資
本
主
階
級
が
肚
會
の
公
益
を
雑
説
す
る
斯

の
如
く
ん
ば
、
其
雇
傭
者
起
る
者
知
ら
す
知
ら
す
之
を
倣
ふ
は
自

然

の
勢
な
り
。
'彼
等
は
同
盟
罷
業
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
依
り
て
資
本
主
を
害
せ
ん
と
し
て
却

て

一
般
消
費
者
を
苦

し

弛
、
近
年
英
米
に
起
れ

る
大
規
模
な
る
鐵
道
労
働
者
罷
業
や
炭
坑
勢
働
者
罷
業
が
如
何
に
多
撒
の
人
民
を
し
て
凍

餅
せ
し
め
た
る
か
を
細
る
ご
き
は
余
輩

は
繭
た
戦
慄
を
禁
ず
る
能
は
さ
.る
な
り
。
か
の
同
情
的
罷
業
及
び
サ
ソ
ヂ

カ
リ
ス
ト
の
主
張
す
る

一
般
罷
業

の
如
き
は

計
禽
鳥
衆

匿
判
ず
る
不
信
悖
徳
無
責
任
の
最
も

甚
し
き
も
の
に
し

て
、
此

の
如
き
行
.爲
は
絶
蜀
に
之
を
排
斥
せ
さ
る
可
か
ら
さ
る
な
り
。

撚
れ
ご
為
若

し
資
本
士
山階
級
に
し
て

一
般
消
費
者
の
利
益
を
奪
重
し
、
肚
會
の
公
益
を
少
く
ご
も
害
せ
さ
る
範

掛
に
於
て
V
其
勢
働
者
ε
協
調
し
て
生
産
事
業
を
警
む
な
ら
ば
労
働
者
も
亦
自
か
ら
之
に
共
鳴
同
化
す

へ
き
け
毫

論

説

舞
働
養

李

あ

根
本
的
協
調

第
九
巻

〔第
六
號

二
三
v

七
八
七

■



●

論

説

野
働
ぐ」資
本
ぜ」
の
根
本
的
協
調

第
九
巻

(第
六
號

二
四
)

七
八
八

も
疑

を
溶
れ

さ
る

な
り
つ

然
ら
ば
協

調
の
方

法
は
如

何
ん
。

曰
く

暴
れ
國

に
由

り
地
方

に
由

り
時
代

に
由

り
叉
産

業

の
種

類

に
崩
ち

て
多
種

多
様

な

る

へ
し
ご
雌
も
、

我
国

の
機
械

工
場
叉
は
運
輸
業

に
於

け

る
勢
働
時
間

の
過

長

な

る
、
婦
女
少
年

の
夜

業

、
休

日
及

ひ
休

憩
時
間

の
過
少

、學

齢
児

童
の
使

役
馨
欝
然
改
腋

す

へ
き
も

の
に
厨

す
。

叉
近
年

一
般
物
償
の
異
常
な
薦

貴
魯

し
三

馨

賃
は
之
捧

は
実

響

餐

は
名
義
的
に
は
増
加
し
飛

れ
ざ
も
實
際
的
に
は
街
雁
減
少
せ
る
を
発
か
れ
す
。
而
七
て
資
本
者
側

に
於
て
は
現
下
の
時
局
に
際
し
産
業
の
空

前
な
る
好
況
の
爲
に
謂
ゆ

る
當
局
企
業
者
の
多
籔

は
莫
大
な
る
企
業
的
利
潤
の
大
部

分
を
其
所
得
と
し
、
而
し
て

局
外
企
業
者

ご
難
も
、
又
過
分
な
る
利
潤
醍
當
を
得
て
世
上
羨
望

の
的
ご
な
る
者
甚
だ
多
し
ご
す
。
故

に
斯

の
如

き
企
業
に
於
て
は
真
金
業
主
は
夢
働
者
側
よ
り
の
要
求
を
待
な
す
。
自

か
ら
進
ん
で
彼
等

の
勢
賃

を
増
加
し
、
少

く
ε
も
名
義
的
勢
賃

の
増
加
を
し
て
實
際
的
労
賃

の
増
加
ご
均
し
か
ら
し
め
、
其
純
益
の

一
部
は
必
ず
之
を
勢
働

者

に
配
分
す
る
こ
ε
は
此
面
階
級
問
の
紛
争
を
根
絶

し
彼
等
を
確
實
に
協
調
せ
し
む

る
所
以
の
道
な
り
こ
す
。

然

る
に
此
利
潤
配
分
方
法
に
反
勤
す
る
者

の
説
.に
依
れ
ば
第

一
に
-利
潤

は
企
業
者

の
精
神
的
勢
力
と
彼
か
讐
業

.

土
濁
り
負
擢

す
る
所

の
危
険

(「互
自
)
ε
に
謝
す
る
報
酬

を
兼

頻
る
も
の
な
れ
ご
、
勢
働
者
は
何
等
危
険
を
負
措

せ
す
、
終
業
の
利
下
別
に
絢
は
ら
す
契
約
去

勢
賃

の
前
梯
を
必
ず
受

島

叢

る
か
故

に
利
潤
の
配
分
を
受
く

る
は
過
當
な

り
ご
爲

し
。
第
二
に
隊
米
語
國
に
於
て
利
潤
配
分
法
か
實
際
に
飴
り
多
く
行
は
れ
す
.膏

偶
ま
之
を
行

ふ
も
の
あ
る
も
久
し
か
ら
す
し
て
中
止

す
る
者
多
き
再
変
を
翠
け
て
、
以
て
此
方
法
實
施

の
困
難
蹴
る
を
説
か
ん

ド

,

'

.一



匹

・.

ε
す
。
蒸
れ
ε
も
余
の
見

る
所

に
て
に
此
二
読
は
共

に
取
る
に
足
ら
す
。
第

一
、
企
業
上
の
危
険
は
企
業
主

の
直
圃

接
に
之
を
負
捨
す
る
は
勿
論
な
れ
ε
も
、
實
は
勢
働
者
も
亦
間
接
に
之
を
負
櫓
す
る
の
み
な
ら
す
、
其
危
険
は

一

層
甚
π
し
き
も
の
な
り
。
企
業
者
は
景
気
好
ぎ
時
は
莫
大
の
利
潤
を
得
て
之
を
塁

早

る
か
整

」

朝
不
景
気
罵

は
産
業
上
の
危
機
に
遭
ふ
も
、
能
く
其
地
位
を
保

つ
を
得

へ
し
施

誰
も
、
勢
働
者
は
日
常

の
夢
魔

に
て
其
生
計
楡
樂
一

の
程
度
を
維
持
し
得
る
に
止
ま
り
、縦
令
景
気
宜
し
き
時
と
雌
も
、
多
分
の
好
書

を
籍
す
の
飴
俗
な
き
か
故

に

一
朝
.　
.

不
景
魚
文
は
産
業
上
の
危
機
に
邉
ひ
て
勢
賃

を
減
少
せ
ら
れ
又
は
解
雇
せ
ら
る
玉
ε
き
は
往
.々
飢
餓
に
逼
る

へ
き
〕

な
り
・
故

に
利
潤
は
n
企
業
者

の
精
神
的
劣

籔

す
る
も
の
幻
企
萎

の
負
捨
す
る
危
険
野

す
る
も
の
及
ひ
・

く

く

助
勢
働
者
の
負
婚
す
る
危
険
に
封
ず
る
も
の
、
三
目
に
分
ち
て
之
を
通
常
に
配
分
し
又
は
貯
蓄

す
る
を
要
す
。
企
.

く業
者
か
利
潤

を
勢
働
者
に
配
分
ず
る
に
方
り

嘉

は
現
金
を
以
て
し
、
他
部
は
積
立
て
置
き
て
疾
病
不
慮

の
災
害

叉
は
失
職
等
の
危
険
に
備

ふ
る
は
實
に
必
要
且
適
宜

の
方
策
な
り
嫁
す
。
株
式
會
肚
か
使
役
ず
る
勢
働
者
に
利
潤

配
分
ご
し
て
株
を
與
ふ
ふ
る
は
亦
甚
な
可
な
り
。
蓋
し
斯

の
如
く
す
る
ε
き
は
企
業
主
遣
勢
働
者

こ
の
利
害
は

一

致

し
.
両
者
一の
關

係
…は
親
密
と
な
り
、
勤
勉
患
實
節
約
等
あ
ら
ゆ
る
拍天
徳
は
獲
撮
せ
ら
れ
、
か
の
忌
む

へ
き
疾
視
.

反
目
紛
争
擾
織
等

の
悪
行
は
地
を
掃
ふ

へ
き
な
り
。

第
二
、
利
潤
配
分
法
か
臥
木
に
於
て
實
際
に
飴
り
多
く
行
は
れ
す
、
且
其
機
綾
す
る
場
合
妙
な
き
を
指
摘
し
て
暗

む

む

む

む

に
其
貴
地
を
否
む
者
あ
る
慧

前
述

の
如
し
。
然
鷲

も
此
事
實
は
欧
米
に
於
け
る
資
本
主
階
級
の
超
階
級
釣
及

蒲
.観

勢
璽

馨

あ
葉

軸
瀦
.

.

舗

竺

簗

號

・
五
・

叱
溌

「
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「
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論

説

劇

弊
働
魯
資
本

ご
の
根
木
的
協
調
.

.

錐
九
巻

(
窮
内
醗

二
六

)

七
九
Q

ゆ

　

の

　

　

　

ゴ

ひ
国

民
的

畳
醒

の
未

だ
足
ら

さ

る
を
謹

す
る

も
の

猛
り
。

大
和
魂

を
具

へ
武
L工
道
の
鍛
錬

を
受

け

っ

、
あ

る

へ
き

コ

　

　

　

我
側
.民
は
必
ず
し
も
個
人
主
義
的
欧
米
人
民

の
利
己
的
行
爲
を
學

ふ
を
要
せ
す
。
如
何
に
良
好
な
る
方
法
も
之
を

　

り

行
ふ
の
誠
意
を
倣
く
ε
き
は
到
底
其
敷
果
を
生
せ
し
む
る
に
由
な
し
、
漱
米
に
於
て
利
潤
配
分
法

の
善
く
行
に
れ

遷
る
は
蓋

し
誠
意

の
足
ら
さ
る
に
由

る
。
例

へ
は
或
株
式
曾
池
か
純
益

の
中
よ
り
株
主

へ
の
五
分
の
配
當
及
ひ
責

任
積

立
金
を
除
き
て
其
飴
を
或

る
標
準
を
以
て
株
主
ご
勢
働
者
こ
の
間
に
分
割
せ
ん
こ
ご
を
勢
働
者
に
約
束
し
た

り
ε
假
定
せ
よ
、
此
場
合
に
於
て
若
し
企
業
者
に
誠
意
な
け
れ
は
彼
は
種
々
の
手
段
を
以
て
成

る
へ
く
此
配
分
す

へ
き
剰
鯨
額
を
少
く
す
る
こ
ご
を
勉
む

へ
し
、
　即
考
固
定
資
本

の
減
債
葡
充
積
立
金
を
過
度
に
多
く
し
「
叉
は
水

墜

・讐

か
如
々
。
水
瞥

は
従
来
の
株
主
に
資
金
の
佛
込
を
饗

し
む
る
こ
ε
督

し
て
新
蔭

興
ふ
る
所
の

株
を
調

ひ
、
例

へ
は
弦
に

一
割
の
利
益
配
當

を
寫
し
得

る
會
趾
あ
り
て
氷
株

に
由
り
て
其
公
租
資
本
を
こ
倍

に
せ

は
株
主
は
實
際
は

一
割

の
利
益
配
當
を
受
く
れ
ご
は
外
形
上
は
五
分
の
配
當
に
し
て
、
勢
働
者
に
向
て
は
何
等
配

當
す

へ
き
飴
俗
な
港
如
く
見
せ
し
む

へ
き
な
り
。
巧
慧
な
る
企
業
者

か
斯
の
如
き
手
段

に
由

り
て
或
は
騰
晩
を
敢

て
し
一
或
は
勢
働
者
に
勤
す
る
勢
賃

の
低
減

を
寫
し
叉
は
其
増
加
を
拒
絶
す
る
の
旺
蟹

と
す
る
者
固
よ
り
搬
な
か

ら
す
、斯
か
る
徒
輩
か
勢
働
者
に
向
て
利
潤
配
分
を
約
束
す
る
は
謂
ゆ
る
羊
頭
愈
掲
げ
て
狗
肉
を
費
る
の
類

の
み
、

十
層

の
醜

乃
所
ろ
十
指

の
指

さ
る
所
ろ
忽
ち
其
頂
相
を
看
破
せ
ら
れ
て
却
て
勢
働
者

の
側
よ
り
す
る
利
潤
配
分
法

廣
止

の
要
求

ご
猛
る

こ
℃
あ
り
し
は
亦
怪
む
に
足
ら
さ
る
な
り
。
余
故
に
日
く
如
何
に
頁
好
な
る
方
法
も
之
を
行

印



r

噺
.

,

'

ふ
に
誠
意
蠢

く
蓉

は
到
底
裁

塁
塞

す
る
能
は
さ
る
も

の
な
皇

。
是
・豆
鵜

り
利
潤
配
分
法
の
み
な
ら

む
や
・
和
解
及
ひ
仲
裁
制
度
も
撚
り
、
蕩

組
合

の
承
認
も
然
り
、
工
場
法
其
他
勧

者
保
護
法
森

然
註

す
。

.

以
上
述

へ
.た
る
所
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
勢
働
者
階
級
ビ
資
本
主
階
級
こ
の
根
本
的
協
調
は
経
済
的
の
大
利
ε

道
徳
的

の
大
善
ε
の
融
合

一
致
に
在
b
α
蓋
し
此
両
階
級
か
生
産
上
相
互

に
動
く
る
も

の
な
る
を
悟
り
て
互
に
其

恩
を
報
せ
ん
こ
ご
を
欲
し
、
叉
彼
等
は
其
経
済
上
の
利
益
を
受
く
る
に
就
て
は
自
然
の
思
屈
先

の
恩
先
　覚
の
恩
国

家
の
恩
肚
會
晟
衆
を
受
く
る
こ
ご
甚
大
な
る
を
威
し
て
之
に
報
せ
ん
立
願

ひ
、
斯
く
の
如
く
に
し
て
誠
意
を
以
て

此
等
報
恩
を
實
行
せ
ん
ε
勉
む
る
艦
ら
は
夢
働
事
議
は
共
跡
を
絶
ち
て
産
業
の
雫
和
は
確
立
す

へ
く
、
而
し
て
自

然

の
恩
・資
本
主
階
級
の
恩
・阻
先
・
先
鍋
.及
ひ
国
家
の
因
…
を
忘

る
、
所

の
祉
曾
主
義
や

サ
ソ
ヂ
カ
リ
ズ

ム
は
到
底

・

宜
沿
勢
を
逞
ふ
す
る
能
は
さ
る
へ
き
な
b
。
〔完
)

凹

ノ

舗

設

勢
働
ミ
資
太
マ
」
の
根
本
脇開
協
調

第
九
巻

(
第
六
號

二
七
)

七
九

炉


